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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の受付体制等について

１．趣旨

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年 11 月 19 日閣議決定）の趣

旨を踏まえ，新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中，様々な困難に直面した

方々が，速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう，住民税非課税世帯等に対する

臨時特別給付金事業を実施する。

２．給付金概要

（１）対象者

非課税世帯等給付金の支給対象者は，令和３年 12 月 10 日（以下「基準日」という。）

において，市の住民基本台帳に記録されている者（例外あり（注１））であって，次の

いずれかに該当する世帯（例外あり（注２））の世帯主

ア 令和３年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯（以下「住民税非課税世帯」

という。（注３））

イ 令和３年１月以降の家計急変世帯（以下「家計急変世帯」という。（注４））

（２）支給額

１世帯当たり給付額：100,000 円

（３）支給対象世帯数 ：約 10,000 世帯

ア 住民税非課税世帯：約 8,600 世帯

イ 家計急変世帯 ：約 1,400 世帯

（４）支給の方式

ア 住民税非課税世帯 プッシュ型給付（①住民税非課税世帯に住民税非課税世帯等

に対する臨時特別給付金支給要件確認書（以下「確認書」という。）を発送。②対象世

帯は確認書を返送。③指定銀行口座への振込）

なお，ＤＶ等避難者で居住地に住民票を移されていない方等については臨時特別給

付金申請書（請求書）（以下「非課税分申請書」という。）による申請。

イ 家計急変世帯 申請型給付（①住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（家

計急変世帯分）申請書（請求書）（以下「家計急変分申請書」という。）による申請。

②指定銀行口座への振込）

３．福祉政策課の体制

（１）執務室

501 会議室

（２）電話

専用外線４本を用意する。※ナビダイヤル番号：0570-03-2625

４．スケジュール

予定日 業務

１月 24日（月）※予定 ナビダイヤル開設

２月 15日（火）※予定 ①非課税世帯に確認書発送（例外的対応世帯を除く。）

②広報こまえ，市公式ホームページ，ＳＮＳ等で申請情報の周

知開始
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４．スケジュール（続き）

※口座振込み日については調整中

注１ 例外的に支給対象者となる方

基準日以前に，住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）第８条の規定により住民票を消除されていた

者で，次に掲げるいずれの要件にも該当する者

１ 基準日において，日本国内で生活していたが，いずれの市町村（特別区を含む。）の住民基本台帳にも

記録されていないこと。

２ 基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったこと。

注２ 例外的に支給対象外となる世帯

１ （１）住民税非課税世帯として給付を受けた世帯に属する者を含む世帯

（２）基準日において同一世帯に同居していた親族について，基準日の翌日以降の住民票の

異動により，同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは，同一世帯

とみなし，同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し非課税世帯等給付金を

支給した場合の，同一住所におけるその他の世帯

２ 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

注３ 住民税非課税世帯とは

同一の世帯に属する者全員が，次のいずれかに該当する者である世帯をいう。

１ 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による令和３年度分の市町村民税（同法の規定

による特別区民税を含む。以下同じ。）均等割が課されていない者

２ 市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者

注４ 家計急変世帯とは

住民税非課税世帯以外の世帯のうち，新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和３年１

月以降申請日の属する月の前月までの家計が急変し，同一の世帯に属する者全員が令和３年度

分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯（同一の世帯に属す

る者のうち令和３年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの１年間の収

入見込額（令和３年１月以降の任意の１月の収入に 12 を乗じて得た額をいう。）又は１年間の所

得見込額（当該収入見込額から１年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。）が，市町村

民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯）

予定日 業務

３月１日（火）※予定 ①非課税世帯に確認書発送（例外的対応世帯）

②非課税世帯の非課税分申請書の受付開始

③家計急変世帯の家計急変分申請書の受付開始

５月 16日（月）※予定 非課税世帯の確認書提出期限（確認書発送日の翌日から 90日

経過した日）

９月 30日（金）※予定 非課税分申請書及び家計急変分申請書提出期限

12月 28 日（火）※予定 給付金申請業務終了


